
令和２年度 栃木支部の収支状況（暫定）

【支部別収支作成の目的】

令和２年度の都道府県単位保険料率は、２年前の平成30年度の実績の医療費や総報酬額をもとに収支を見込んだうえで算定しているが、支部別収支の収支
差は、医療費等が料率算定時の見込みからどの程度、乖離したのかを表している。なお、支部別収支の収支差は、２年後の都道府県単位保険料率算定の際に精
算することとされており、支部別収支の作成は、この精算すべき額を算出することを目的としている。
（今回の支部別収支の収支差は、令和４年度の都道府県単位保険料率の算定の際に精算されることになる。）

資料1-3

令和４年度の保険料率の算定においては、
令和２年度の都道府県支部ごとの収支に
おける収支差（地域差分）について精算
する。収支差（地域差分） がプラスなら
ば収入に加算され、マイナスならばマイナス
をとったものが支出に加算される。

栃木支部の単年度収支差7,768百万円
が全国の収支差を按分した8,191百万円
を下回ったことから、不足した423百万円を
令和４年度の支出に加算し、調整する。
なお、参考値ではあるが、当該収支差
（地域差分）を令和2年度の総報酬額
の実績に基づき、保険料率に換算すると
＋0.03％となる。

（単位：百万円）

全国 栃木支部

9,461,784                 123,864                    

20,689                      243                          

9,482,473                 124,107                    

4,755,777                 61,753                      

医療給付費 4,755,777                        63,049                             

年齢調整額 －                                    ▲ 687                             

所得調整額 －                                    ▲ 609                             

449,569                    5,955                       

3,450,847                 45,714                      

132,217                    1,751                       

36,692                      486                          

39,065                      518                          

－                            112                          

－                            50                            

加算額 －                                    50                                    

減算額 －                                    －                                    

8,864,168                 116,339                    

618,305                    7,768                       

618,305                    8,191                       

－                            ▲ 423                      

単年度収支差（Ａ）

収入

支出

収支差
内訳

令和２年度決算（見込）

全国平均分（全国の収支差を按分）（Ｂ)

地域差分（Ａ）－（Ｂ）

平成30年度のインセンティブ

業務経費（国庫補助を除く）

一般管理費（国庫補助を除く）

その他支出

平成30年度の収支差の精算

計

保険料収入

その他収入

計

医療給付費（国庫補助を除く）（調整後）

現金給付等（国庫補助を除く）

前期高齢者納付金等（国庫補助を除く）

※支部別収支は暫定値であるため、今後、変動がありうる。

機密性2


